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プラスチック資源循環の推進について
～プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律における取組み～

「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」の概要

海洋プラスチックごみ問題、気候変動問題、諸外国の廃棄物輸入規制強化等への対応を契機として、国内におけるプラスチックの資源循環を一層
促進する重要性が高まっており、多様な物品に使用されるプラスチックに関し、包括的に資源循環体制を強化する必要がある。

■ 背景

1. 基本方針の策定
プラスチックの資源循環の促進等を総合的かつ計画的に推進するため、以下の事項等に関する基本方針を策定する。

プラスチック廃棄物の排出の抑制、再資源化に資する環境配慮設計
ワンウェイプラスチックの使用の合理化
プラスチック廃棄物の分別収集、自主回収、再資源化 等

2. 個別の措置事項

■ 主な措置内容

プラスチック資源について、市区町村による容リ法
ルートを活用した再商品化を可能にする。容リ法の
指定法人等は廃棄物処理法の業許可が不要に。

市区町村と再商品化実施者が連携して行うプラスチッ
ク資源の再商品化計画を作成する。

主務大臣が認定した場合に、市区町村の選別、梱包
等を省略して再商品化実施者が再商品化を実施可能
に。再商品化実施者は廃棄物処理法の業許可が不要
に。

【使用の合理化】

ワンウェイプラスチックの提供事業者（小売・サービス事業者など）が取り組むべき判断基準を策定する。

主務大臣の指導・助言、ワンウェイプラスチックを多く提供する事業者への勧告・公表・命令を措置する。

資源循環の高度化に向けた環境整備・循環経済（サーキュラー・エコノミー）への移行

設計
・

製造

【環境配慮設計指針】

製造事業者等が努めるべき環境配慮設計に関する指針を策定し、指針に適合した製品であることを認定する仕組みを設ける。

認定製品を国が率先して調達する（グリーン購入法上の配慮）とともに、リサイクル材の利用に当たっての設備への支援

を行う。

【製造・販売事業者等による自主回収】

製造・販売事業者等が製品等を自主回収・
再資源化する計画を作成する。

主務大臣が認定した場合に、認定事業者は
廃棄物処理法の業許可が不要に。

【排出事業者の排出抑制・再資源化等】

排出事業者が排出抑制や再資源化等の取
り組むべき判断基準を策定する。

主務大臣の指導･助言、プラスチックを
多く排出する事業者への 勧告・公表・
命令を措置する。

排出事業者等が再資源化事業計画を作成
する。
主務大臣が認定した場合に、認定事業
者は廃棄物処理法の業許可が不要に。

販売
・

提供

排出
・

回収
・

リサ
イク
ル

：ライフサイクル全体でのプラスチックのフロー

＜店頭回収等を促進＞

＜ワンウェイプラスチックの例＞

＜プラスチック資源の例＞

＜付け替えボトル＞

【市区町村の分別収集･再商品化】

製品の設計からプラスチック廃棄物の処理までに関わるあらゆる主体におけるプラスチック資源循環等の取組（3R+Renewable）を促
進するための措置を講じます。

第２０４回通常国会で成立
令和３年６月11日公布
令和４年４月１日施行
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3

排出・回収・リサイクル段階

3

あらゆるプラの効率的な回収・リサイクルを促進

プラスチック使用製品廃棄物の分別収集・再商品化を促進するため、市区町村はプラスチッ
ク使用製品廃棄物について、分別の基準を策定し、当該分別の基準に従って適正に分別して
排出されることを促進するために必要な措置を講ずるよう努めなければなならない。

4

プラスチック資源循環法に基づく再商品化の２つの方法について

4

市区町村は分別収集物の基準及び手引きに従って分別収集・再商品化する必要がある。

プラスチック使用製品
廃棄物の分別収集

指定保管施設での
選別・梱包・保管

指定法人
への委託・引渡し

選別 再商品化

指定法人の委託を受けた
再商品化事業者

市区町村の委託を受けて分別
収集物の再商品化を実施
（このうちプラスチック容器包装
廃棄物は容器包装リサイクル
法に基づく再商品化として実
施）

市区町村
（又は市区町村の委託を受けて分別収集等を実施する者）

市区町村が単独又は共同して再商品化計画を作成し、これを主務大臣が認定した場合に、市区
町村による選別、圧縮等を省略し、再商品化実施者に再商品化を委託することが可能になる。

プラスチック使用製品
廃棄物の分別収集 選別 再商品化

市区町村
（又は市区町村の委託を受けて分別収集等を実施する者）

指定法人
プラスチック容器包装廃棄物（容器包装リサイクル法の分別基準
適合物とみなす【法第35条】）の再商品化費用を支払い

一体化・合理化

再商品化実施者
（認定計画に記載された再商品化事業者）

(2) 認定を受けた再商品化計画に基づいて再商品化を行う方法（法33条）

市区町村は再商品化計画の認定申請の手引きに従って計画を作成し、認定を受けた計画に従って

分別収集・再商品化する必要がある。

(1) 容器包装リサイクル法の指定法人に委託して再商品化を行う方法（法32条）



（参考）法に基づかないリ
サイクル（独自処理）

認定再商品化計画に基づく
リサイクルを行う方法

（第33条）

容器包装リサイクル法に規
定する指定法人に委託する

方法（第32条）

適用されない適用されない（リサイクル
を著しく阻害するものが混
入しないよう、十分に参考
とされることを期待）

適用される分別収集物の基準
（環境省令）の適用

再商品化事業者との調整に
より省略できる

再商品化事業者との調整に
より省略できる

省略できない市区町村が実施する
選別・圧縮等

市区町村が決定する市区町村が決定する指定法人において、毎年１
月に入札が行われ、２月中
下旬に市区町村に対して落
札事業者が通知される

再商品化事業者の選
定方法

すべて市区町村プラスチック製容器包装：特定事業者（市区町村負担分
を除く）
プラスチック製品：市区町村

再商品化費用の負担
者

市区町村が決定する計画の認定基準を踏まえ、
市区町村が決定する

指定法人において、毎年１
月に入札が行われ、２月中
下旬に市区町村に対して落
札価格（＝再商品化費用）
が通知される

再商品化費用の決定
方法

対象となる（当面の間）対象となる特別交付税措置との
関係

要件を満たさない場合があ
る

要件を満たす循環型社会形成推進
交付金との関係

5

容器包装リサイクル法に規定する指定法人に委託する方法（第32条）と
認定再商品化計画に基づきリサイクルを行う方法（第33条）の主な違い

6

令和7年度までに指定法人へ分別収集物の引き渡しを開始する地方公共団体数及び量

※地方公共団体数は、市町村及び組合を含む値であり、構成市町村の総数は201自治体となる。
※分別収集物の引き渡しを実施する市町村が０の都道府県は表示していない。
※プラスチック容器包装廃棄物のみの引き渡しや、法33条の認定計画は集計結果に含まれていない。
※実施自治体の落札結果等は、指定法人HP参照
（https://www.jcpra.or.jp/Portals/0/resource/recycle/recycling/recycling04/pdf/r06/pla02.pdf）

（令和７年４月７日：日本容器包装リサイクル協会発表）
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再商品化計画の認定事例について（第33条）

7

量(㌧/年)計画期間市町村名量(㌧/年)計画期間市町村名量(㌧/年)計画期間市町村名
(認定日)(認定日)(認定日)

572 
R7.4.1～長野県安曇野市134 

R6.4.1～福岡県北九州市14,560
R5.4.1～宮城県仙台市 R10.3.31～R9.3.31～R8.3.31～

(3年間)(R6.11.29)(3年間)(R6.3.27)（3年間）(R4.9.30)

51 
R7.4.1～石川地方生活

環境施設組合10 
R6.4.1～三重県菰野町1,424 

R6.1.1～愛知県安城市 R10.3.31～R9.3.31～R8.3.31～
(3年間)(R6.11.29)(3年間)(R6.3.29)（2年3か月）(R4.12.19)

5,394 
R7.4.1～神奈川県川崎市4,420 

R6.4.1～大阪府堺市4,186 
R5.4.1～神奈川県横須賀市 R10.3.31～R9.3.31～R8.3.31～

(3年間)(R6.12.6)(3年間)(R6.3.29)（3年間）(R4.12.19)

309 
R7.4.1～愛媛県西予市8,100 

R6.4.26～京都府京都市4,608 
R6.10.1～富山県高岡市 R10.3.31～R9.3.31～R9.3.31～

(3年間)(R6.12.10)(2年11か月)(R6.4.26)(2年6か月)(R5.11.30)

16,017
R7.4.1～大阪府大阪市1,495 

R6.6.1～三重県津市6,735 
R6.4.1～富山地区広域圏

事務組合 R10.3.31～R9.3.31～R9.3.31～
(3年間)(R6.12.11)(2年10か月)(R6.5.30)(3年間)(R5.11.30)

194 
R7.10.1～富山県小矢部市29 

R7.4.1～佐賀県江北町2,664 
R6.4.1～京都府亀岡市 R10.3.31～R10.3.31～R9.3.31～

(2年6か月)(R6.12.27)(3年間)(R6.9.24)(3年間)(R5.11.30)

1,209 
R7.4.1～神奈川県藤沢市147 

R6.10.1～岐阜県羽島市1,229 
R6.4.1～砺波広域圏

事務組合 R10.3.31～R9.3.31～R9.3.31～
(3年間)(R7.1.6)(2年6か月)(R6.9.26)(3年間)(R5.11.30)

4,875 
R7.4.1～東京都大田区428 

R7.4.1～富山県射水市65 
R6.4.1～岐阜県輪之内町 R10.3.31～R10.3.31～R9.3.31～

(3年間)(R7.3.14)(3年間)(R6.11.20)(3年間)(R5.11.30)

300
R7.4.1～岡山県岡山市167 

R7.10.1～鳥取県琴浦町1,892 
R6.4.1～東京都新宿区 R10.3.31～R10.3.31～R9.3.31～

(3年間)(R7.3.24)(2年6か月)(R6.11.20)(3年間)(R6.3.6)
84,71931件合計

896 
R7.4.1～愛知県岩倉市2,430 

R6.4.1～愛知県岡崎市 R10.3.31～R9.3.31～
(3年間)(R6.11.28)(3年間)(R6.3.6)

143 
R7.4.1～秋田県大仙市・

秋田県美郷町54 
R6.4.1～岩手県岩手町 R10.3.31～R9.3.31～

※量（㌧/年）：再商品化計画期間平均値(3年間)(R6.11.29)(3年間)(R6.3.6)
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令和7年度再商品化計画認定事例について（第33条）

8
令和7年12月31日時点

量(㌧/年)計画期間
市町村名

量(㌧/年)計画期間
市町村名

(認定日)(認定日)

157 
R8.4.1～

熊本県人吉市
53 

R8.4.1～
静岡県伊豆市

R11.3.31～R11.3.31～
(3年間)(R7.12.1)(3年間)(R7.10.10)

460 
R8.4.1～京都府船井郡

衛生管理組合1,956 
R8.4.1～

東京都墨田区
R11.3.31～R11.3.31～

(3年間)(R7.10.29)(3年間)(R7.10.20)

1,046 
R8.4.1～泉北環境整備

施設組合1,308 
R8.4.1～

東京都荒川区
R11.3.31～R11.3.31～

(3年間)(R7.10.29)(3年間)(R7.10.20)

111 
R8.4.1～埼玉県志木地区

衛生組合2,928 
R8.10.1～

東京都練馬区
R11.3.31～R11.3.31～

(3年間)(R7.12.1)(2年6か月)(R7.10.20)

422 

R8.4.1～富山県新川広域圏
事務組合439 

R8.4.1～
静岡県菊川市

R11.3.31～R11.3.31～

(3年間)(R7.12.1)(3年間)(R7.10.31)

171 
R8.4.1～

岐阜県飛騨市
25 

R8.4.1～宇和島地区
広域事務組合 R11.3.31～R11.3.31～

(3年間)(R7.12.1)(3年間)(R7.10.29)

14,560 
R8.4.1～

宮城県仙台市（更新）
1,900 

R8.4.1～
広島県呉市

R11.3.31～R11.3.31～
(3年間)(R7.11.27)(3年間)(R7.10.29)

2,249 
R8.4.1～神奈川県横須賀市

（更新）3,907 
R8.4.1～

兵庫県西宮市
R9.3.31～R11.3.31～

(1年間)(R7.10.23)(3年間)(R7.10.29)

2,723 
R8.4.1～富山地区広域圏

事務組合191 
R8.4.1～

滋賀県甲賀市
R11.3.31～R11.3.31～

(3年間)(R7.12.1)(3年間)(R7.10.29)
119,52019件合計

196 

R8.4.1～
大分県豊後大野市

R11.3.31～

※量（㌧/年）：再商品化計画期間平均値(3年間)(R7.12.2)



プラスチック製品の分別収集・再商品化経費に対する特別交付税措置
○ 分別収集物に含まれる容器包装については、容リ法に基づき特定事業者が再商品化の責任を負担する。

一方、容器包装以外の製品については、引き続き市区町村がその処理責任を有する。

○ 「プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律」（令和３年法律第60号）が令和４年４月１日に施
行し、市町村によるプラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び分別収集物の再商品化の努力義務が規定さ
れたことを踏まえ、令和４年度から製品プラスチックリサイクルに係る分別収集・再商品化に要する経費に
ついて特別交付税措置を講じている。

プラスチック製容器包装の分別収集

分別収集 選別・梱包・保管 運搬 再商品化

市区町村（又は委託業者） リサイクル事業者

分別収集 選別・梱包・保管 運搬

市区町村（又は委託業者） リサイクル事業者
プラスチック製品の分別収集（R4年度～）

再商品化

普通交付税措置

特別交付税措置

特定事業者が費用負担

○ 市町村が実施するプラスチック使用製品廃棄物の分別収集・再商品化に要する経費に対して特別交付税措置

(A t × ８．８万円／ｔ ＋ B t × ６．４万円／ｔ） × ０．５

市町村の製品プラ
スチック分別収集
量（トン）

分別収集の標準
的な単価

再商品化の標
準的な単価

市町村の製品プ
ラスチック再商
品化量（トン）

算定式(例)

9

廃プラスチックの総排出量・有効利用／未利用量・有効利用率の推移

プラスチック製品の生産・廃棄・再資源化・処理処分の状況
一般社団法人プラスチック循環利用協会 2024年12月発行

日本のリサイクル量は年々増加し、単純焼却、単純埋立量は減少し、単純焼却、
単純埋立の合計量は、全体の11%。
2023年の有効利用率は89%。

単純埋め立て

エネルギーリカバリー

ケミカルリサイクル

有効利用率

マテリアルリサイクル

単純焼却

10



プラスチック資源循環法を踏まえ、前向きにプラスチック資源の分別収集・リサイクルに取り
組み、焼却量を極力減らす努力を行っている自治体を支援する仕組みとした。

プラスチック資源の分別収集に係る循環交付金の要件化について

要件
プラスチック資源循環法に規定するプラスチック使用製品廃棄物の分別収集及び再商品化に
必要な措置を行っていること又は地域計画期間の末日から1年後までに当該措置を行うこと。
対象区域
地域計画の対象区域の全域（離島地域、奄美群島、山村地域、過疎地域及び沖縄県を除く。）

プラ分別の範囲
プラスチック製容器包装及びそれ以外のプラスチック使用製品廃棄物を対象としていること。
要件適用のタイミング・経過措置
プラスチック資源循環法の施行日（令和４年４月１日）から適用。
ただし、施行日までに環境大臣に提出された地域計画に基づく事業には経過措置を適用。

交付金の交付
• 市町村が、廃棄物の３Ｒ（リデュース、リユース、リサイクル）を総合的に推進するため、広域的かつ総合的に廃棄物処理・リサイク

ル施設の整備を行う計画（循環型社会形成推進地域計画）を策定し、計画に位置付けられた施設整備に対し交付金を交付。

交付対象施設

• マテリアルリサイクル推進施設（不燃物、プラスチック等の資源化施設、ストックヤード 等）

• エネルギー回収型廃棄物処理施設（ごみ発電施設、熱回収施設、バイオガス化施設 等）

• 最終処分場
• 既設の廃棄物処理施設の基幹的設備改良事業 等

交付金制度の概要

要件化について

交付率

•交付対象経費の１／３。ただし、高効率ごみ発電

施設等の一部の先進的な施設については１／２。
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③プラスチックリサイクル・バイオプラスチックの推進 

 

＜府省庁説明２＞ 

 
「バイオプラスチック導入に向けた取り組み」 

 
 
 

環境省 九州地方環境事務所 資源循環課 

課長補佐 倉石真純
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環境省 環境再生・資源循環局

容器包装・プラスチック資源循環室

バイオプラスチック導入に向けた取り組み

1. バイオプラスチックとは
2.  環境省のバイオプラスチックに関する取り組み

・プラスチック資源循環戦略
・バイオプラスチック導入ロードマップ
・地球温暖化対策計画
・バイオプラスチック普及に向けた環境省の施策
・これまでの調査状況と課題整理
・国内事業者様のバイオプラスチックに関する事例紹介
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バイオプラスチック とは
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バイオプラスチック ：バイオマスプラスチックと生分解性プラスチックの総称
バイオプラスチックとは？ | プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律(プラ新法)の普及
啓発ページ

バイオマスプラスチック：原料として植物などの再生可能な有機資源を使用するプラスチック素材
生分解性プラスチック：プラスチックとしての機能や物性に加えて、ある一定の条件の下で自然界に豊
富に存在する微生物などの働きによって分解し、最終的には二酸化炭素と水にまで変化する性質を
持つ。原料として植物などの再生可能な有機資源、又は、化石資源を使用したもの
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プラスチック資源循環戦略 令和元年5月

重点戦略

我が国はプラスチック資源循環戦略に基づき、３R＋Renewable（リデュース・リユース・リサイクルと再
生可能資源への転換）の基本原則の下、６つのマイルストーンの達成に向けた取組を推進しています

アジア太平洋地域をはじめ世界全体の資源・環境問題の解決のみならず、経済成長や雇用創出 ⇒ 持続可能な発展に貢献
国民各界各層との連携協働を通じて、マイルストーンの達成を目指すことで、必要な投資やイノベーション（技術・消費者のライフスタイル）を促進

途上国における実効性のある対策支援（我が国のソフト・ハードインフラ、技術等をオーダーメイドパッケージ輸出で国際協力・ビジネス展開）
地球規模のモニタリング・研究ネットワークの構築（海洋プラスチック分布、生態影響等の研究、モニタリング手法の標準化等）国際展開

リデュース
等

ワンウェイプラスチックの使用削減(レジ袋有料化義務化等の「価値づけ」)
石油由来プラスチック代替品開発・利用の促進

プラスチック資源の分かりやすく効果的な分別回収・リサイクル
漁具等の陸域回収徹底
連携協働と全体最適化による費用最小化・資源有効利用率の最大化
アジア禁輸措置を受けた国内資源循環体制の構築
イノベーション促進型の公正・最適なリサイクルシステム

リサイクル

利用ポテンシャル向上（技術革新・インフラ整備支援）
需要喚起策（政府率先調達（グリーン購入）、利用インセンティブ措置等）
循環利用のための化学物質含有情報の取扱い
可燃ごみ指定袋などへのバイオマスプラスチック使用
バイオプラ導入ロードマップ・静脈システム管理との一体導入

再生材
バイオプラ

基本原則：「3R＋Renewable」

社会システム確立（ソフト・ハードのリサイクルインフラ整備・サプライチェーン構築）
技術開発（再生可能資源によるプラ代替、革新的リサイクル技術、消費者のライフスタイルのイノベーション）
調査研究（マイクロプラスチックの使用実態、影響、流出状況、流出抑制対策）
連携協働（各主体が一つの旗印の下取組を進める「プラスチック・スマート」の展開）

基盤整備
資源循環関連産業の振興
情報基盤（ＥＳＧ投資、エシカル消費）
海外展開基盤

プラスチックごみの流出による海洋汚染が生じないこと（海洋プラスチックゼロエミッション）を目指した
ポイ捨て・不法投棄撲滅・適正処理
海岸漂着物等の回収処理
海洋ごみ実態把握(モニタリング手法の高度化)

海洋プラス
チック対策

マイクロプラスチック流出抑制対策(2020年までにスクラブ製品のマイクロビーズ削減徹底等）
代替イノベーションの推進

【マイルストーン】
＜リデュース＞
①2030年までにワンウェイプラスチックを累積25％排出抑制
＜リユース・リサイクル＞
②2025年までにリユース・リサイクル可能なデザインに
③2030年までに容器包装の６割をリユース・リサイクル
④2035年までに使用済プラスチックを
100％リユース・リサイクル等により、有効利用

＜再生利用・バイオマスプラスチック＞
⑤2030年までに再生利用を倍増
⑥2030年までにバイオマスプラスチックを約200万トン導入
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2022年時点
進捗 7.5%



バイオプラスチック導入ロードマップ 令和３年１月

海洋生分解性機能の評価手法の国際標準化に向けた検討

バイオプラスチック導入量（用途・素材別）、国際動向、技術動向の調査・フォローアップ

導入の基本方針
原料の多様化を図るため、国内バイオマス（資源作物、廃食用油、パ
ルプ等のセルロース系の糖等）の原料利用の幅を拡大（食料競合等
の持続可能性に配慮）。

原料

国内外からの供給拡大を進めていくが、供給増に向け、国内製
造を中心に、本邦企業による製造も拡大。供給

関係主体の連携・協働によりコストの最適化を目指す。また、
利用者側に対する、環境価値の訴求等を行い、環境価値を加味
した利用を促進。

コスト

汎用性の高いバイオプラスチックや耐久性、靱性等に優れた高
機能バイオプラスチックを開発・導入を目指しつつ、製品側の
性能を柔軟に検討し、幅広い製品群への対応を促進。

使用時の機能

使用後のフロー（リサイクル、堆肥化・バイオガス化に伴う分
解、熱回収等）との調和性が高いバイオプラスチックを導入。

使用後のフ
ロー

ライフサイクル全体で持続可能性（温室効果ガス、土地利用変
化、生物多様性、労働、ガバナンス、食料競合等）が確認され
ているものを使用。

環境・社会的
側面

～2050年2026~2030年2022~2025年2020~2021年

高機能化、低コスト化、原料の多様化等に向けた研究・開発・実証事業への支援

ESG金融を通じた企業の研究開発や製造設備導入に係る資金調達円滑化の支援

バイオプラ導入目標集等の策定、ビジネスマッチングの促進（CLOMA、プラスチック・スマート）
グリーン購入法特定調達品目における判断の基準等、バイオ由来製品に係る需要喚起策の検討、地方公共団体による率先調達の推進

バイオプラ製品の率先利用及び正しい理解の訴求

公正・公平なリサイクルの仕組みの検討

持続可能性を考慮した認証・表示の仕組みの検討

製造設備導入への支援

運用開始

施策

バイオプラスチック製品の導入イメージ

利用促進

消費者への訴求等

研究開発等

フォローアップ等

バイオプラスチック導入に関わる主体に向け、①導入の基本方針、②プラスチック製品毎の導入に適したバ
イオプラスチックを提示
関係主体のバイオプラスチック導入に向けた取り組みを強力に後押しすべく、政府の③方針を提示
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製品領域毎に留意が必要な事項
（使用後のフローにおけるリサイク

ル調和性等の影響）

導入に適したバイオプラスチック
類型１：バイオマスプラスチック（非生分解性）のうち、リサイクルに悪影響がない以下①、②

のいずれかに該当するもの。

①バイオマス由来の汎用プラスチック（バイオPE、バイオPET、バイオPP等）

②高機能プラスチック等を代替する同種のバイオマスプラスチック（PA→バイオPA等）

類型２：バイオマスプラスチック（非生分解性）

類型３：生分解性プラスチック （※分解環境に適した生分解性機能を持つもの）

製品領域

バイオプラスチックがリサイクルへ混
入した際に悪影響がないことが求めら
れる。

使用後の影響の観点から、リサイクル調和性が高い「類型１」を導入。ただし、
分別収集・選別により単一プラスチック種でリサイクルされる場合は、すべて
の類型も該当し得るため、環境負荷低減効果がより高いものを選択。

類型：１

容器包装等/コンテナ類

プラスチック製買物袋
電気・電子機器/電線・ケーブル/

機械等
家庭・オフィス等で使用される日

用品/衣類履物/家具/玩具等

熱回収を阻害しないことが求められる。特に温室効果ガス排出抑制に資する「類型２」を導入。類型：２可燃ごみ用収集袋

堆肥化・バイオガス化等に伴う分解の
際、十分な生分解機能があることが求
められる。

使用後の機能の観点から、「類型３」のうち、堆肥化・バイオガス化等での生
分解機能を持つものを導入。

類型：３
堆肥化・バイオガス化等に

用いる生ごみ用収集袋

バイオプラスチックがリサイクルへ混
入した際に悪影響がないことが求めら
れる。

使用後の影響の観点から、リサイクル調和性が高い「類型１」を導入。ただし、
分別収集・選別により単一プラスチック種でリサイクルされる場合は、すべて
の類型も該当し得るため、環境負荷低減効果がより高いものを選択。

類型：１

建材

輸送

農林・水産

【回収・リサイクルの場合】
バイオプラスチックがリサイクルへ混
入した際に悪影響がないことが求めら
れる。
【農地の土壌にすき込む場合】
土壌での生分解機能があることが求め
られる。

【回収・リサイクルの場合】
使用後の影響の観点から、リサイクル調和性が高い「類型１」を導入。ただし、
分別収集・選別により単一プラスチック種でリサイクルされる場合は、すべて
の類型も該当し得るため、環境負荷低減効果がより高いものを選択。
【農地の土壌にすき込む場合】
使用後の機能の観点から、「類型３」のうち、土壌生分解機能を持つものを導
入。ただし、農作業の一環として、適正な管理のもと農地へすき込む場合に限
る。

【回収・リサイク
ルの場合】
類型：１

【農地の土壌にす
き込む場合】

類型３

農業用マルチフィルム

自然環境に流出した際の土壌及び海洋
での生分解機能があることが求められ
る。

使用後の影響の観点から、「類型３」のうち、土壌及び海洋での生分解機能を
併せ持つものを導入。

類型：３肥料に用いる被覆材

【回収・リサイクルの場合】
バイオプラスチックがリサイクルへ混
入した際に悪影響がないことが求めら
れる。
【必ずしも高い強度や耐久性が求めら
れない場合】
海洋環境に流出した際の海洋生分解機
能があることが求められる。

【回収・リサイクルの場合】
使用後の影響の観点から、リサイクル調和性が高い「類型１」を導入。ただし、
分別収集・選別により単一プラスチック種でリサイクルされる場合は、すべて
の類型も該当し得るため、環境負荷低減効果がより高いものを選択。
【必ずしも高い強度や耐久性が求められない場合】
使用後の影響の観点から、「類型３」のうち、海洋生分解機能を持つものを導
入。

【回収・リサイク
ルの場合】
類型：１

【必ずしも高い強
度や耐久性が求め
られない場合】

類型：３

漁具等水産用生産資材

注）利用の状況、特性、製品の組成、リサイクル技術・システム、新たなバイオプラスチック開発等で整理が変わり得るため、状況に応じて随時、本表を更新していく。

②プラスチック製品領域毎の導入が適したバイオプラスチック
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これまでの調査状況・課題整理

8

バイオプラスチック関連の調査業務：バイオプラスチックについて技術動向、各国の動き、関連事業者様の
動向などを総合的に調査（令和以降はほぼ毎年）
R6年度：国内外事業者の皆様にヒアリングを実施  
https://www.env.go.jp/content/000322560.pdf
課題整理、課題に対する打ち手の整備を進めていていく

内容例課題・意見

・国内のバイオマスプラスチック需要に対して十分な供給量を確保できるか不安
・バイオマスプラスチックの原料を国内で調達することが難しい
・バイオマス原料の持続可能性の議論が存在する
・含有率が数%にとどまっていることが多い

供給

・品質の観点で再生材の使用が難しい分野でバイオマスプラスチックが選択される。
・限りある資源の有効利用のためにバイオマスプラスチックを優先的に使用すべき用途の特
定が必要である。
・供給力に対して需要が追い付いていない（需要の頭打ち）

需要

・バージン材よりも価格が上昇するが、販売価格への転嫁が難しい
・バイオマスの価値の理解促進を通して価格上昇を受け入れてもらう環境整備が不足して
いる。

コスト

・正しい用語を使用することが難しい
・表示が消費者の購買促進に繋がらない

表示

・規制やインセンティブ制度の設計が必要である。規制・制度

＜バイオプラスチックの製造・導入に関する課題・意見＞

■委託先・補助対象

プラスチック等の化石由来資源から代替素材への転換、リサイクル困難素材等のリサイクルプロセス構築の支援により
省CO2化を加速します。

【令和８年度要求額 3,803百万円（4,000百万円）】

①廃棄物・資源循環分野からの温室効果ガスの排出量の多くを廃プラスチックや廃油の焼却・原燃料利用に伴うCO2
が占めている。カーボンニュートラルを実現するためには、化石由来資源が使われているプラスチック製品やプラ
スチックの使用量の削減、航空燃料等のバイオマス由来等代替素材への転換、複合素材プラスチックや廃油等のリ
サイクル困難素材のリサイクルが不可欠。

②このため、廃プラスチックや廃油等のリサイクルプロセス全体でのエネルギー起源CO2の削減・社会実装化を支援
し、脱炭素型資源循環システムの構築を図る。

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4.事業イメージ
・これまで一部製品分野における代替素材への転換、単一素材の製品のリサイ

クルが進んできたところ。
・今後国内の廃プラスチック等を可能な限り削減し、徹底したリサイクルを実

施するためには、その他多くの製品分野における代替素材への転換、複合素
材等のリサイクルの実現が不可欠であることから、スタートアップ企業が行
うものを含め以下の事業を実施する。

① 化石由来資源からバイオプラスチック等への転換・社会実装化実証事業
従来化石由来資源が使われているプラスチック製品・容器包装、海洋流出が

懸念されるマイクロビーズや、航空燃料等について、これらを代替する再生可
能資源（バイオマス・生分解性プラスチック、紙、CNF、SAF及びその原料
等）に転換するための省CO2型生産インフラの技術実証を強力に支援する。
② リサイクル困難素材等のリサイクルプロセス構築・省CO2化実証事業

複合素材プラスチック（紙おむつ、衣類等含む）、廃油等のリサイクル困難
素材等のリサイクル技術の課題を解決するとともに、リサイクルプロセスの省
CO2化を強力に支援する。

委託事業、間接補助事業（補助率１／３，１／２）
民間事業者・団体、大学、研究機関等
令和5年度～令和9年度

再資
源化

廃棄

消費

製造

②リサイクル困難
な未利用資源活用、
リサイクルプロセ
スのCO2削減

①生分解性素材の活用

流
出

①廃棄物等バイオマ
ス徹底活用、製造エ
ネルギー・化石由来
資源の削減

・再生可能資源増加
・化石由来資源削減

脱炭素型循環経済システムの構築

9

エネルギー対策特別会計
脱炭素型循環経済システム構築促進事業のうち、（１）プラスチック等資源循環システム構築実証事業

※申請フロー等に関しては脱炭素化事業支援情報サイト（エネ特ポータル）をご確認ください。
（https://www.env.go.jp/earth/earth/ondanka/enetoku/）



(参考)脱炭素社会を支えるプラスチック等資源循環システム構築実証事業(委託)の事例
バイオポリプロピレン実証 期間：令和元～ 3年度 期間：令和元～ 3年度 生分解性バイオマスプラスチックの農業用フィルム等開発・実用化実証 

● 三井化学株式会社

ソルゴー（イネ科植物）をはじめとす

る非可食資源を含む様々なバイオマス

から得られる糖を原料とし、発酵プロ

セスをキーとした独自の製造方法によ

る、工業レベルでのバイオポリプロピ

レン製造実証試験を行う。 

 

● 三菱ケミカル株式会社

生分解性バイオマスプラスチックを改良し、その分解制御方法を作り、廃棄

処理が要らない農業用フィルムをより多くの作物や地域に拡大するための

実証と評価を行う。 

● 王子ホールディングス株式会社 ● 株式会社ダイセル

バイオマス由来エリスリトールからC4化成品へ転換する際の触媒の改良

及びC4化成品から得られた樹脂の物性を評価し、C4化成品をバイオマス

から製造する技術実証を行う。 

新技術の実証② 
連続触媒プロセス 

新技術の確認① 
各種樹脂物性の確認 

バイオマス由来原料 

エリスリトール 

OH OH OH OH 

触媒 
脱酸素変換 

THF 

ブタジエン ポリブタジエン  ABS
樹脂 

ブタンジオール ポリプチレンテレフタレート 
ポリウレタン 

C4留分由来主要化成品 各種樹脂 

ブタノール 

パルプを原料としたバイオポリエチレン、ポリ乳酸製造の技術課題の解

決を図るとともに、量産プロセス、リサイクル性、CO2排出量の削減効果

を検証・評価する。 

酵素回収・再利用 

糖化発酵 固液分離 モノマー 国産バイオプラスチック 用途展開 

リサイクル性 
確認 

LCA解析 

エタノール 乳
酸 

ポリエチレン ポ
リ乳酸 

バイオエタノール ベン
チプラント 

令和元年～４年度採択件数 29件

非可食バイオマスを用いた国産バイオマスプラスチック製造実証 バイオマスからC4化成品製造に関する実証 期間：令和元～ 3年度 期間：令和元～ 3年度 

「生分解・バイオマス品＋酵素」サイクル 

「汎用品e.g.ポリエチレン」ルート 

‥消滅＝廃棄処理不要 

栽培のあと 原料生産 素材生産 フィルム生産 作物栽培 

※酵素を処方し分解を確実にする。 

CO2 

CO2 CO2 

(参考)脱炭素社会を支えるプラスチック等資源循環システム構築実証事業(補助)の事例
廃食用油を用いたPHBH高効率化生産と商業化に関する実証 期間：令和２元～ 3年度 期間：令和２～ 3年度 余剰米比率が高いバイオプラスチック加工品成形のための実証 

 

● カネカ株式会社 ● 株式会社バイオマスエンジニアリング

● ニチモウ株式会社 ● 住友化学株式会社

令和元年～４年度採択件数 57件

海洋資材のバイオプラスチック化とその商品化・普及に関する実証 
 

PMMAケミカルリサイクル実証 
 

期間：令和２～ 3年度 期間：令和３～４年度 

国内に存在する非可食バイオマスである廃食用油を原料に、効率的に生分解性
ポリマーPHBHを生産するための前処理技術を確立し、培養、排水処理の一連
の工程が連続する商業化設備での生産実証を行う。 

高濃度バイオマス率成形加工技術の確立とコスト低減化に向けた技術開発、
生分解性バイオマスプラスチック樹脂の安定的な生産に向けた検討、及びバ
イオマスプラスチックのリサイクル性向上に向けた検討を行う。
 

海洋資材（漁網・ロープ、漁業用フロート等）について、生分解性機能を有す
るPLAを主体としたバイオプラスチック素材を用いて試作品を製造し、海洋へ
流出した際に当該資材が分布・漂う環境に応じた分解試験を行い、資材として
の物性の確認や実証化試験を行う。 

分解性評価 性能・利用適正評価 

漁港に散乱する海洋資材 

普及に向けた検討 代替素材を用いたた試作・製造・物性検討 

代替素材を用いたたこ壺 

リサイクル

アクリル板等に使用されるPMMA （アクリル樹脂）を連続分解技術により、

MMA（原料）まで戻し再度PMMAにリサイクルする、PMMAのケミカルリサ

イクルチェーンの事業(回収から販売まで)モデルを構築・実証する。 



■選択

脱炭素型のリサイクル設備・再生可能資源由来素材の製造設備等の導入支援を行います。

①プラスチックに係る資源循環の促進等に関する法律が令和4年4月に施行されたことを受け、自治体・企業によるプ
ラスチック資源の回収量増加、また再生可能資源由来素材の需要拡大の受け皿を整備する。

②再エネの導入拡大に伴って排出が増加する再エネ関連製品（太陽光パネル、LIB等）や、金属資源等を確実にリサ
イクルする体制を確保し、脱炭素社会と循環経済への移行を推進する。

2. 事業内容

3. 事業スキーム

1. 事業目的

■実施期間

■事業形態

4.事業イメージ

エネルギー対策特別会計
プラスチック資源・金属資源等のバリューチェーン脱炭素化のための高度化設備導入等促進事業

➀省CO2型プラスチック資源循環設備への補助
・効率的・安定的なリサイクルのため、プラスチック資源循環の取組全

体（メーカー・リテイラー・ユーザー・リサイクラー）を通してリサ
イクル設備等の導入を支援する。

・再生可能資源由来素材の製造設備の導入を支援する。

・プラスチック使用量削減に資するリユースに必要な設備の導入を支援

する。

・紙おむつ等の複合素材のリサイクル設備の導入を支援する。
②金属・再エネ関連製品等の省CO2型資源循環高度化設備への補助
・資源循環を促進するため、工程端材、

いわゆる都市鉱山と呼ばれている有用金属

を含む製品及び再エネ関連製品の再資源化

を行うリサイクル設備の導入を支援する。

原材料 リユース・
リサイクル

バイオマスプラスチック製造設備 PETボトル水平リサイクル設備

循環経済の確立

バリューチェーン全体の脱炭素化

設計・
製造 利用

排出・
回収

間接補助事業（補助率１／３，１／２）

民間事業者・団体等

令和5年度～令和9年度

金属破砕・選別設備 太陽光発電設備
リサイクル設備

12※申請フロー等に関しては脱炭素化事業支援情報サイト（エネ特ポータル）をご確認ください。
（https://www.env.go.jp/earth/earth/ondanka/enetoku/）

【令和８年度要求額 10,000百万円（4,280百万円）】

(参考) 脱炭素社会構築のための資源循環高度化設備導入促進事業の事例
竹、稲わら等を原料としたバイオマスプラスチック製品の製造
 

期間：令和 3年度 期間：令和３年度 不純物除去による高純度PETボトルリサイクル 
 
 

● 株式会社アミカテラ ● 協栄J&T環境株式会社

● 株式会社加藤商事 ● 三菱ケミカル学株式会社

令和２年度補正～4年度採択件数 プラスチックリサイクル設備 92件 バイオプラ製造設備 7件

リサイクル対象拡大に伴うマテリアルリサイクル設備の高度化 
 

廃プラスチックのケミカルリサイクル（油化） 
 

期間：令和３年度 期間：令和３～５年度 

地域で余剰となっている放置竹林や木材の皮を原料として、植物由来のバイオ
プラスチックを製造する。原料の粉砕・乾燥・撹拌・製造設備を導入し、粉砕
した植物繊維と植物由来のでんぷんを混合させペレット化した原料を製造し、
地域資源の循環に貢献する。 

2021年10月に、年間5万トンのPETボトルをPETボトルに水平リサイクルする
リサイクルセンターが運転開始。品質の劣る事業系廃ＰＥＴボトルを、ガラス
などの微細異物を除去する設備等を導入することにより、施設を新設し、バー
ジン同等の高純度再生PET樹脂にリサイクルする。 

光学自動選別機や比重選別機などのリサイクルラインを導入することにより、
現在処理しているプラスチック製容器包装に加え、プラスチック資源循環法に
対応した製品プラスチックなどの高度マテリアルリサイクルを実現する。

廃プラスチックを油化し、ナフサと生成油に蒸留分離。ナフサは分解炉で熱

分解されプラスチックの基礎原料となるエチレンやプロピレン等になる。最

終的にはフィルムなど様々な用途にリサイクルされる。

三重県津市
西日本PETボトルMRセンター

廃PETボトル 真空押出成形機
(IV値回復・不純物除去）

ガラス等の微細異
物除去

高純度再生
PETペレット

リサイクル

洗浄粉砕機

光学選別機

水槽式比重選別
機

洗浄脱水機

圧搾脱水機 押出機 ペレット

様々なプラ

リサイクル

リサイクル



国内事業者の皆様のバイオプラに関する取り組み
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プラ法特設サイトにて、国内事業者様のバイオプラの導入事例の紹介を行っております 
000121961.pdf

国内事業者の皆様のバイオプラに関する取り組み
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国内事業者の皆様のバイオプラに関する取り組み
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国内事業者の皆様のバイオプラに関する取り組み
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国内事業者の皆様のバイオプラに関する取り組み
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国内事業者の皆様のバイオプラに関する取り組み
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詳細情報 ＆ 連絡先

環境省 環境再生・資源循環局
容器包装・プラスチック資源循環室

バイオプラ関連担当：橋本(卓)、朽網、濱田、高麗、中川、山口
E-mail：plastic-circulation@env.go.jp
電話番号：03-5501-3153
環境省 九州地方環境事務所 資源循環課
プラ関連担当：倉石、佐藤、中江
E-mail：REO-KYUSHU@env.go.jp
電話番号：096-322-2410

プラスチック資源循環に関する詳細かつ最新情報は、リニューアルした特設サイト
（https://plastic-circulation.env.go.jp/）をご覧いただくとともに、お気軽に以
下の担当まで御連絡ください。
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